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１ 事業に関する事項 

（１）事業内容に関する事項 

ア 事業名称 

調布市立調布中学校屋内プール・調布市民西調布体育館複合施設整備・運営事業（以下

「本事業」という。） 

イ 公共施設等の管理者等の名称 

調布市長 長友 貴樹 

ウ 事業目的 

調布市民西調布体育館（以下「西調布体育館」という。）が位置している中央自動車道

の調布高架橋は、中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中日本）による耐震補強工事の対

象となっているとともに、耐震補強工事終了後、路面等のリニューアル工事への着手が予

定されている。本工事に伴い、高架橋の下に位置している西調布体育館等への影響が生じ

る見込みである。西調布体育館は、地域のスポーツ活動の拠点として多くの市民に利用さ

れていることから、調布市（以下「市」という。）は、利用者の継続的な活動機会の確保の

ため、西調布体育館の代替施設としての整備の検討を進めてきた。その結果、調布市立調

布中学校の敷地に、また体育館単独ではなく生徒の学習環境の向上に資するよう、学校屋

内プールとの複合施設として整備することとした。 

市では、移転先の複合施設の整備に当たり、施設整備における基本的な考え方を整理す

るため、市民参加手続を踏まえ、令和７年８月に西調布体育館機能移転に関する基本構想

を策定した。 

本事業は、これらの検討を踏まえ、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが健康・体力づ

くりに親しむことができるとともに、学校に通う生徒たちの学習環境向上に寄与し、豊か

な学びを促進することを目的として、「調布市立調布中学校屋内プール・調布市民西調布

体育館複合施設」（以下「本施設」という。）の整備・運営を実施するものである。 

本事業の実施に当たっては、施設の設計、建設、維持管理・運営を一体的に行うことに

より、民間事業者の創意工夫や経験、ノウハウを活かした適切な施設計画や事業計画によ

って、本施設に求められる役割・機能が最大限発揮されることを期待する。 

また、事業期間全体を通して、民間の技術的・経営的能力を活用することで、市民ニー

ズに合致した質の高い公共サービスの提供や、効果的・効率的な業務遂行により、市の財

政負担の軽減が図られることを期待する。 
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エ 施設整備における基本コンセプト及び基本方針 

以下の基本コンセプト及び基本方針は、「調布市民西調布体育館機能移転に関する基本

構想（令和７年８月）」の内容である。 

 

基本コンセプト 

生涯にわたって誰もが気軽に健康・体力づくりに親しむことができ， 

   豊かな学びを促進する，地域と学校のスポーツ活動の拠点 

 

本施設は，スポーツ施設である体育館と学校施設である屋内プールの複合施設として学校敷

地内に整備することから，年齢や障害の有無に関わらず，誰もが健康・体力づくりに親しむこ

とができるとともに，学校に通う生徒たちの学習環境向上に寄与し，豊かな学びを促進する，

地域と学校のスポーツ活動の拠点として整備します。 

  

基本方針 
方針１ 地域のスポーツ活動の拠点としての機能の充実 

○ 機能移転後も各種スポーツ団体等の活動が継続的に行えるよう，少なくとも現西調布

体育館と同様の機能を維持しつつ，円滑な競技面の転換や利用しやすいゾーニングの

検討など，地域のスポーツ活動の拠点として利用しやすい施設として整備します。 

○ 地域住民の健康増進に資するよう，学校の屋内プールについては，学校の教育活動と

しての使用時以外の時間は地域へ開放できるよう検討します。 

○ 地域スポーツの振興・発展を目指し，プールの地域開放や，テニスコート及び弓道場

といった学校内にある他のスポーツ機能との有機的な連動ができる管理・運用を検討

します。 
 
方針２ スポーツ活動の場としての機能の充実 

○ 様々な競技を踏まえた体育室の検討や各種設備の充実を図ることで，快適なスポーツ

活動が行える施設として整備します。 

○ 現西調布体育館の利用実態を十分に踏まえ，移転後の施設においても，利用種目は基

本的に現状を継承するものとします。ただし，幅広い市民利用に資するよう，利用種

目の拡充についても検討します。 
 
方針３ 誰もが気軽に健康・体力づくりに取り組める施設の整備 

○ 年齢や障害の有無，性別等に関わらず快適に使用できるようユニバーサルデザインや

バリアフリーに配慮した施設として整備します。 
 
方針４ 世代を超えた交流が図られ，地域コミュニティの活性化に資する施設の整備 

○ 地域に開かれた施設を目指し，オープンスペースや会議室の設置などを検討します。 

○ 日常のスポーツ活動から大会，イベント等，様々な活動を支える，にぎわいと交流が

生まれる施設となるよう検討します。 

 

方針５ 地域社会と学校が連携する学びの場としての施設の整備 

○ 市民利用と学校利用の共存ができるよう，生徒の安全を確保する適切な動線やセキュ

リティライン，運営方法を検討します。 

○ 学校の屋内プールについては，他校が利用する可能性も視野に検討します。 
 



3 

 

方針６ 防災機能・安全性の確保 

○ 災害時の避難所等としての利用を念頭に，必要な防災機能や安全性の確保に取り組み

ます。 
 
方針７ 環境に配慮した施設の整備 

○ 環境負荷の軽減や省エネルギー化など，地球環境にも配慮します。 

 

オ 事業方式 

本事業は、施設の設計・建設及び維持管理・運営を一括して事業期間を通して発注する  

ＤＢＯ方式（Design Build Operate）とする。 

 

カ 契約の形態 

（ア）市と事業者は、基本協定を締結し、基本協定に基づき、本事業を一括で発注するため

の基本契約を締結する。 

（イ）基本契約に基づき、市と建設ＪＶ等又は SPCは建設工事請負契約を締結する。 

（ウ）基本契約に基づき、市と維持管理・運営ＪＶ等は維持管理・運営業務委託契約を締結

する。 

（エ）基本契約、建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約の３つの契約（以下「事業

契約」という。）の各々についての契約主体を「別紙１ 事業スキーム図」に示す。 

 

キ 施設の位置づけ 

本施設は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条に基づく「公の施設」として

設置する。 

ク 事業スケジュール（予定） 

本事業の事業期間は、事業契約締結日から令和 27年３月 31日までとする。 

 

基本協定の締結 令和９年４月 

事業契約の締結 令和９年６～７月 

設計・建設期間 事業契約締結日～令和 11年 12月 31日 

開業準備期間 業務開始日（事業者提案）～令和 12年２月 28日 

（本施設を使用して行う開業準備は令和 12年１月から令和 12 年２月 28日まで） 

供用開始 令和 12年３月１日 

維持管理・運営期間 令和 12年３月１日～令和 27年３月 31日 

 

ケ 事業範囲 

事業者が行う本事業の事業範囲は次のとおりである。なお、事業範囲の詳細については、

募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工事

請負契約書（案）、維持管理・運営業務委託契約書（案）等（以下「募集要項等」という。）

で明らかにする。 

（ア）施設整備業務 

ａ 設計業務 

ｂ 解体・建設工事 

（イ）開業準備業務 

ａ 開業準備業務 

ｂ 供用開始前の広報活動及び予約受付業務 
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ｃ 開館式典及び内覧会等の実施業務 

ｄ 開業準備期間中の本施設の維持管理業務 

（ウ）維持管理業務 

ａ 建築物保守管理業務 

ｂ 建築設備保守管理業務 

ｃ 備品等保守管理業務 

ｄ 外構等保守管理業務 

ｅ 衛生管理業務 

ｆ 警備業務 

ｇ 修繕・更新業務 

（エ）運営業務 

ａ 受付業務 

ｂ 使用料収納事務業務 

ｃ 運営管理業務 

ｄ スポーツ教室等運営業務 

ｅ 備品等の貸出・管理業務 

ｆ 駐車場管理運営業務 

ｇ 災害時初動対応業務 

ｈ 施設運営業務 

ⅰ プール施設運営・監視業務 

ｊ 付帯事業（任意） 

 

コ 事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、次のとおりである。 

（ア）施設整備業務に係る対価 

市は、施設整備業務に係る対価について、建設工事請負契約においてあらかじめ定め

る額を建設ＪＶ等に支払う。市は、本事業において「学校施設環境改善交付金」の活用

を想定している。 

（イ）開業準備業務に係る対価 

市は、開業準備業務に係る対価について、維持管理・運営業務委託契約においてあら

かじめ定める額を、開業準備業務完了後に一括して維持管理・運営ＪＶ等に支払う。 

（ウ）維持管理及び運営業務に係る対価 

市は、維持管理及び運営業務に係る対価について、維持管理・運営業務委託契約にお

いてあらかじめ定める額を、維持管理・運営期間にわたり維持管理・運営ＪＶ等に支払

う。 

（エ）本施設に係る収入 

付帯事業に係る収入は、維持管理・運営ＪＶ等の収入とする。 

サ 事業の実施に必要と想定される根拠法令等 

本事業を実施するに当たって、事業者は関連する各種法令（施行令及び施行規則等を含

む）、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針等についても本事業の要

求水準に照らし、遵守すること。 
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２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

（１）事業者選定に関する基本的事項 

ア 基本的な考え方 

本事業は、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、事業者の効率的・

効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い能力・

ノウハウを総合的に評価して選定する必要があることから、事業者の選定にあたっては、

市の負担額、提案されるサービス内容をはじめ、設計内容、建設能力、運営能力、維持管

理能力等を総合的に評価することとする。 

イ 審査委員会の設置と評価 

市は、学識経験者及び市職員等から構成される「調布市立調布中学校屋内プール・調布

市民西調布体育館複合施設整備・運営事業に関する事業者選定プロポーザル審査委員会（以

下「審査委員会」という。）」を設置する。 

なお、応募者が優先交渉権者決定前までに、審査委員会の委員に対して本事業の事業者

選考に関して、自己に有利になることを目的として接触等の働きかけを行った場合は、当

該応募者を失格とする。 

審査委員会は、次のとおりである。 

（敬称略） 

役職 所属等 氏名 

委員 中央大学総合政策学部教授 川崎 一泰 

委員 
日本女子大学建築デザイン学部 

建築デザイン学科教授 
薬袋 奈美子 

委員 調布市スポーツ推進審議会会長 菊山 直幸 

委員 調布市行政経営部参事 宮田 千華 

委員 調布市総務部長 野澤 薫 

委員 調布市生活文化スポーツ部長 徳永 孝正 

委員 調布市教育委員会教育部長 髙橋 慎一 

ウ 選定の方法 

本事業における事業者の募集及び選定については、競争性・透明性の確保に配慮した上

で、公募型プロポーザル方式により行うものとする。 

エ 審査の方法 

審査は、資格審査と提案審査の二段階で実施する。 

なお、各審査書類の提出方法等については、募集要項等公表時に明らかにする。 

（ア）資格審査 

参加表明時に提出する参加表明書等について、参加資格要件の具備を確認し、市は参

加資格審査結果を応募者の代表企業に通知する。 

（イ）提案審査 

審査委員会は、募集要項と併せて公表する事業者選定基準に従い、提案書類を総合的

に審査・評価する。市は、審査委員会の選定結果をもとに優先交渉権者を決定する。 

オ 優先交渉権者を決定しない場合 

事業者の募集及び選定の過程において、事業者選定基準で示す要件を満たす応募者がいな

い場合又は市の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本事業を実施することが適

当でないと判断された場合には、その旨を速やかに公表する。 
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（２）事業者の募集及び選定の手順に関する事項 

ア 事業者の募集及び選定のスケジュール（予定） 

募集及び選定にあたっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定している。 

 

令和８年４月２８日（火） 実施方針、要求水準書（案）の公表 

令和８年４月２８日（火） 

～５月１２日（火）正午 

実施方針、要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会申込

の受付 

令和８年５月１３日（水） 
実施方針、要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会の開

催 

令和８年５月１４日（木） 

～５月２５日（月） 
実施方針、要求水準書（案）に関する個別対話の議題の受付 

令和８年６月１１日（木） 

～６月１２日（金） 
実施方針、要求水準書（案）に関する個別対話の実施 

令和８年４月２８日（火） 

～６月１９日（金） 
実施方針、要求水準書（案）に関する質問・意見の受付 

令和８年７月２１日（火） 
実施方針、要求水準書（案）に関する個別対話結果、質問・意

見への回答公表 

令和８年８月下旬～９月上旬 

募集要項等の公表（募集要項、要求水準書、事業者選定基準、

基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工事請負契約書（案）、

維持管理・運営業務委託契約書（案）の公表） 

令和８年９月上旬 募集要項等に関する説明会・現地見学会の開催 

令和８年９月中旬 募集要項等に関する個別対話の議題の受付 

令和８年９月下旬 募集要項等に関する質問①の受付 

令和８年 10月中旬 募集要項等に関する個別対話の実施 

令和８年 11月上旬 募集要項等に関する個別対話結果、質問①の回答公表 

令和８年 11月中旬 参加表明書等の受付 

令和８年 11月下旬 資格審査結果の通知 

令和８年 12月上旬 募集要項等に関する質問②の受付 

令和８年 12月下旬 募集要項等に関する質問②の回答公表 

令和９年１月中旬 提案書類の受付 

令和９年４月上旬 優先交渉権者の決定及び公表 

令和９年５月 基本協定の締結 

令和９年５月 仮契約の締結 

令和９年６～７月 本契約の締結（建設工事請負契約に係る議会の議決） 

イ 実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会の開催 

実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会を開催する。 

（ア）開催日時 

令和８年５月１３日（水） 午前１０時から午後３時 

※上記時間にて説明会を実施後、引続き現地見学会を実施 

（イ）集合場所・時間 

申込者に別途知らせる。 

（ウ）申込期間 
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令和８年４月２８日（火）から５月１２日（火） 正午まで 

（エ）申込方法 

「実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会参加申込書」（様式１）

に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メール

の件名には「説明会・現地見学会参加申込」と記載すること。 

なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24時間以内に当該電子メール到着の

確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。 

（オ）送付先 

調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

電話  ：042-481-7498 

Ｅ－Ｍａｉｌ ：sports@city.chofu.lg.jp 

ウ 実施方針及び要求水準書（案）に関する個別対話の実施 

市及び事業者が十分な意思疎通を図ることによって、事業者が本事業の趣旨、市の実施

方針及び要求水準書（案）の意図を理解することを目的として、市と事業者との個別対話

を実施する。 

（ア）開催日時 

令和８年６月１１日（木）から６月１２日（金） 

（イ）開催場所 

個別対話参加者に別途知らせる。 

（ウ）申込期間 

令和８年５月１４日（木）から５月２５日（月） 午後５時まで 

（エ）申込方法 

「実施方針及び要求水準書（案）に関する対話参加申込書」（様式２）に必要事項を記

載の上、当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件名には「個

別対話参加申込」と記載すること。 

なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24時間以内に当該電子メール到着の

確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。 

（オ）送付先 

調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

電話  ：042-481-7498 

Ｅ－Ｍａｉｌ ：sports@city.chofu.lg.jp 

（カ）個別対話結果の公表 

個別対話の結果は、市ホームページにて公表する。ただし、参加者の特殊な技術、ノウ

ハウ等に関わり、参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

考えられるものは公表しない。 

個別対話結果公表日：令和８年７月２１日（火）【予定】 

エ 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見の受付及び回答公表 

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見の受付は、次の手順により行う。 

（ア）質問・意見の提出方法 

質問・意見は、「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書」（様式３）及び「実施

方針及び要求水準書（案）に関する意見書」（様式４）に必要事項を記載の上、当該電子

ファイルを電子メールにて送信すること。ファイル形式は Microsoft社製 Excel（Windows

版）とし、電子メールの件名には「実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見」

と記載すること。 

なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24時間以内に当該電子メール到着の

確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は質問・意見がなかったものとみなす。 
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（イ）受付期間 

令和８年４月２８日（火）から６月１９日（金） 午後５時まで 

（ウ）送付先 

調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

電話  ：042-481-7498 

Ｅ－Ｍａｉｌ ：sports@city.chofu.lg.jp 

（エ）実施方針及び要求水準書（案）に関する質問・意見への回答公表 

質問・意見及び質問・意見に対する回答は、市ホームページにて公表する。ただし、質

問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあると考えられるものは公表しない。 

回答公表日：令和８年７月２１日（火）【予定】 

オ 募集要項等の公表 

市は、募集要項等を市ホームページにて公表する。 

以降のスケジュールは、募集要項等公表時に明らかにする。 

 

（３）応募者の備えるべき参加資格要件 

ア 応募者の構成等 

（ア）応募者の構成 

ａ 本事業の応募者は、本施設の設計に当たる者（以下「設計企業」という。）、解体・建

設工事に当たる者（以下「建設企業」という。）、維持管理に当たる者（以下「維持管

理企業」という。）、運営に当たる者（以下「運営企業」という。）、その他業務に当た

る者（提案は任意。以下「その他企業」という。）の単体企業又は複数の企業で構成

されるグループ（以下「応募者」という。また、応募者を構成する企業を、以下「構

成企業」という。）とすること。 

ｂ 本事業において特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を設立する場合、応募者は

ＳＰＣに出資する企業でＳＰＣから直接業務を請け負う者（以下「構成員」という。）

とＳＰＣに出資しない企業でＳＰＣから直接業務を請け負う者（以下「協力企業」

という。）で構成すること。応募者は、構成員のみとすることも可能とする。 

ｃ 応募者は、業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。

その場合、当該委託又は請負に係る契約の締結後速やかに市に通知し、市の承諾を

得ること。 

ｄ 本事業の応募者の構成企業と資本面又は人事面における関連がある者は、他の応募

者の構成企業になることができない。 

※「資本面における関連」とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を超える株

式の保有、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、

「人事面における関連」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。以下同じ。 

ｅ 市は、市発注の工事や委託業務、物品の調達について、地域経済の振興や市内企業

育成の観点から、市内企業に発注するよう努めているため、市内に本社・支社・支

店を置く企業が応募者として本事業に加わる等、様々な形で地元経済貢献への配慮

を期待している。 

 

（イ）構成員・協力企業・代表企業の選定 

応募者は、応募手続きを行う企業１社を「代表企業」として定めること。 

なお、ＳＰＣを設立する場合、資格審査申請時に応募者の構成企業が構成員又は協力

企業のいずれの立場であるかを明らかにすること。また、構成員の中から代表企業を定

め、代表企業が応募手続きを行うこと。 
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（ウ）複数業務の兼務 

同一者が複数の業務に当たることを妨げない。 

 

（エ）複数提案の禁止 

同一応募者が、複数の提案を行うことを禁止する。 

イ 各業務を行う者の参加資格要件 

（ア）応募者の参加資格要件（共通） 

構成企業は、次の参加資格要件を満たすこと。 

ａ 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

ｂ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。 

 

（イ）応募者の参加資格要件（業務別） 

設計、建設、維持管理、運営、その他の各業務に当たる者は、上記（ア）の参加資格要

件の他にそれぞれ次の参加資格要件を満たすこと。 

ａ 設計企業 

設計企業は（ａ）から（ｃ）の要件を満たすこと。設計業務を複数の者で行う場合

は、少なくとも１者は次の要件を全て満たし、他の者は（ａ）及び（ｂ）の要件を満た

すこと。 

なお、ＳＰＣを設立する場合、前者は構成員とし、後者は協力企業とすることも可

能とする。 

（ａ）建築士法第 23 条第１項の規定による一級建築士事務所の登録を受けていること。 

（ｂ）市の入札参加資格保有者（東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて市

に登録されている者をいう。以下同じ。）であり、申請業種が建築設計であること。 

（ｃ）平成 18年４月１日以降に完了したもので、25ｍ以上の屋内プール施設（新築又は

改築に限る。）の実施設計の元請実績を有していること。 

 

ｂ 建設企業 

建設企業は（ａ）から（ｄ）の要件を満たすこと。建設業務を複数の者で行う場合

は、少なくとも１者は次の要件を全て満たし、他の者は（ｂ）の要件を満たすこと。 

なお、ＳＰＣを設立する場合、前者は構成員とし、後者は協力企業とすることも可

能とする。 

（ａ）建設業法第３条の規定による建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けている

者であること。 

（ｂ）市の建設工事に係る入札参加資格を有すること。 

（ｃ）建設業法による経営事項審査の結果、建築一式工事の総合評定値Ｐ点が参加資格

申請時点で 1,100点以上であること。 

（ｄ）平成 18年４月１日以降に完了したもので、25ｍ以上の屋内プール施設（新築又は

改築に限る。）の建築工事の元請として施工した実績を有すること。ただし、共同

企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上のものに限る。 

 

ｃ 維持管理企業 

維持管理企業は（ａ）から（ｃ）の要件を満たすこと。維持管理業務を複数の者で行

う場合は、少なくとも１者は次の要件を全て満たし、他の者は（ａ）及び（ｂ）の要件

を満たすこと。 

なお、ＳＰＣを設立する場合、前者は構成員とし、後者は協力企業とすることも可

能とする。 

（ａ）市の入札参加資格保有者であり、担当する業務に応じた申請業種であること。 

（ｂ）維持管理業務の実施に当たり、必要な資格（許可、登録及び認定等をいう。）を確
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保できること。 

（ｃ）平成 23 年４月１日以降に、１年以上の 25ｍ以上の屋内プール施設の維持管理業

務実績を有する者であること。 

 

ｄ 運営企業 

運営企業は（ａ）から（ｃ）の要件を満たすこと。運営業務を複数の者で行う場合

は、少なくとも１者は次の要件を全て満たし、他の者は（ａ）及び（ｂ）の要件を満た

すこと。 

なお、ＳＰＣを設立する場合、前者は構成員とし、後者は協力企業とすることも可

能とする。 

（ａ）市の入札参加資格保有者であり、担当する業務に応じた申請業種であること。 

（ｂ）運営業務の実施に当たり、必要な資格（許可、登録及び認定等をいう。）を確保で

きること。 

（ｃ）平成 23 年４月１日以降に、１年以上の 25ｍ以上の屋内プール施設の運営業務実

績を有する者であること。 

 

ｅ その他企業 

ａからｄまでの業務に当たらない者が参加する場合は、その他企業として参加する

ものとする。その他企業は、次の要件を満たすこと。 

（ａ）市の入札参加資格保有者であり、担当する業務に応じた申請業種であること。 

ウ 応募者の制限 

次に該当する者は、構成企業となることはできない。 

（ア）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の４の規定に該当する者。 

（イ）調布市指名停止等措置要綱（平成 18年調布市要綱第 220号）に基づく指名停止期間中

である者。 

（ウ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項の規定により更正手続開始の申

立てをしている者又は同条第２項の規定により更生手続開始の申立てをなされている

者。ただし、同法第 41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、市の再審査を受

け、参加資格を有する場合を除く。 

（エ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項の規定により再生手続開始の申

立てをしている者又は同条第２項の規定により申立てをなされている者。ただし、同

法第 33条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、市の再審査を受け、参加資格を

有する場合を除く。 

（オ）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなさ

れている者。 

（カ）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続開始の申

立てがなされている者。 

（キ）調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 25年調布市要綱第８号）に基づく入

札参加排除措置に該当する者。 

（ク）法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定める反社

会的勢力に該当する者。 

（ケ）法人税、消費税、地方消費税及び調布市税を滞納している者。 

（コ）民事執行法（昭和 54年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若し

くは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払

が不能となっている者、又は第三者の債権保全の請求が常態となっている者。 

（サ）ＰＦＩ法第９条各号に掲げる欠格事由に該当する者。 

（シ）審査委員会の委員と資本面又は人事面における関連がある者。 

（ス）本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者又はこれらの者と資本面若しくは人事
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面における関連がある者。詳細は、募集要項等公表時に明らかにする。 

（セ）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を

受けている者。 

（ソ）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第３項又は第５項の規定による営業停止

を受けている者。 

エ 参加資格の確認基準日 

参加資格確認基準日は参加表明書の提出期限の日とする。 

オ 応募者の変更 

参加資格確認後において、原則として応募者の構成企業の変更及び追加は認めないもの

とする。ただし、応募者の申し出により、市がやむを得ないと認めた場合は、市の承認及

び参加資格の確認を受けたうえで、代表企業を除く構成企業の追加又は変更を可能とする。 

カ 参加資格の喪失 

参加資格確認後、応募者の構成企業が参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該応

募者は参加資格を喪失するものとし、次の取扱いとする。この場合において、参加資格の

喪失に対して、市は一切の費用負担を負わないものとする。 

また、本事業に関して不正な行為を行った場合の取扱いについては、基本協定書に従う

ものとする。 

（ア）参加資格を有する者であることの確認を受けた日から優先交渉権者決定の日までの間

に参加資格を喪失した場合 

ａ 代表企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者を失格とする。 

ｂ 代表企業以外の構成企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者を原則として失格とする。ただし、応募者の申し出により、市がやむを

得ないと認めた場合は、参加資格の確認、提案内容の履行等について、市の承認を受

けたうえで、代表企業を除く構成企業の追加又は変更を可能とする。 

（イ）優先交渉権者決定から事業契約の締結日までの間に参加資格を喪失した場合 

ａ 代表企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者と事業契約を締結しない場合がある。このとき、優先交渉権者となった

応募者が失格となった場合は、次点交渉権者と交渉する。 

ｂ 代表企業以外の構成企業が資格要件を喪失した場合 

当該応募者を原則として失格とする。ただし、応募者の申し出により、市がやむを

得ないと認めた場合は、参加資格の確認、提案内容の履行等について、市の承認を受

けたうえで、代表企業を除く構成企業の追加又は変更を可能とする。 

 

（４）提出書類の取扱い 

ア 著作権 

応募者が提出した提案書に関する著作権は、応募者に帰属する。ただし、市は、優先交

渉権者として決定された応募者の提案内容について優先交渉権者の承諾を得て、全部又は

一部を必要に応じて使用できるものとする。 

イ 特許権等 

提案内容において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて

保護されている権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用する

こととしている場合、これらの使用により生じる責任は、原則として応募者が負うものと

する。 
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（５）ＳＰＣを設立しない場合の契約手続き 

優先交渉権者と市は、基本協定を締結し、基本協定に基づき基本契約、建設工事請負契

約、維持管理・運営業務委託契約の仮契約を締結する。各々の仮契約は、市議会で建設工

事請負契約の締結に係る議案が可決された時に本契約となる。ただし、市は、当該議案が

市議会で可決されなかった場合、基本契約の相手方に対していかなる責任も負わない。 

 

（６）ＳＰＣを設立する場合の契約手続き 

ア 契約手続き 

優先交渉権者と市は、基本協定を締結する。ＳＰＣ設立後、速やかに基本協定に基づき

基本契約、建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約の仮契約を締結する。各々の

仮契約は、市議会で建設工事請負契約の締結に係る議案が可決された時に本契約となる。

ただし、市は、当該議案が市議会で可決されなかった場合、基本契約の相手方に対してい

かなる責任も負わない。 

イ ＳＰＣの設立等の要件 

応募者は、本事業の事業者に選定された場合、基本契約の締結前までに、会社法に定め

る株式会社として本事業を実施するＳＰＣを市内に設立すること。ただし、事業予定地内

に設立することは不可とする。また、応募者の構成員によるＳＰＣへの出資比率が 50％を

超えること。なお、代表企業のＳＰＣへの出資比率は出資者中最大とすること。 

ＳＰＣの株式については、事前に書面により市の承諾を得た場合を除き、譲渡、担保権

等の設定その他の処分を行ってはならない。 
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３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

（１）基本的考え方 

本事業は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を

目指している。事業者の担当する業務については、事業者が責任をもって遂行し、各業務

の履行に伴い発生するリスクについてはそれを管理し、発生時の影響についても自ら負担

するものとする。ただし、事業者が適切かつ低廉に管理することができないと認められる

リスクについては、市がその全て又は一部を負うこととする。 

 

（２）予想されるリスクと責任分担 

市と事業者との基本的なリスク分担の考え方は、契約書（案）に示すとおりであり、応

募者は、負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うこと。 

 

（３）設計施工監理及びモニタリング（モニタリング等） 

本事業の目的を達成するために、事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書

に示されたサービス水準を達成しているか否かを確認するため、市がモニタリング等を行

う。また、市は、設計・建設段階において、事業者が作成した設計図書に基づき、工事が当

該設計図書のとおり適切に実施されているか否かを確認するため、設計施工監理を行う。 

なお、詳細なモニタリング等の方法及び内容等については、募集要項等公表時に明らか

にする。 

ア 設計・建設段階 

市は、事業者が実施する施設整備業務が市の定める要求水準に適合するものであるか否

かについて確認を行う。また、市は、設計施工監理として、事業者が作成した設計図書に

基づき、工事が当該設計図書のとおり適切に実施されているか否かについて確認を行う。 

イ 開業準備・維持管理・運営段階 

市は、事業者の実施する開業準備・維持管理・運営業務について、定期的に確認を行う。

また、本事業に関する財務状況について定期的に報告を求め、確認を行う。 

ウ モニタリング等の結果に対する対応 

モニタリング等の結果、事業者の実施する業務が市の要求水準を満たしていないと判明

した場合は、市は事業者に業務内容の速やかな改善を求めるとともに、業務の未達成の度

合いに応じて是正勧告、委託料の減額、事業契約の解除等を行う。事業者は市の改善要求

に対し、自らの費用負担により、改善措置を講ずるものとする。 

また、市はモニタリング等の結果や事業者の本事業に関する財務状況を公表することが

できる。 

 

（４）事業終了後の措置 

事業者は、事業期間終了時に本施設を市の定める要求水準を満足する状態で、市に引継

ぐものとする。 
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４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

（１）敷地条件等 

令和 12年３月に供用開始予定である。詳細は、要求水準書（案）を参照すること。 

項目 内容 

所在地 東京都調布市富士見町４丁目 17-１ 

敷地面積 40,784㎡ 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

特別用途地区 ― 

地区計画 ― 

容積率 100％ 

建ぺい率 50％ 

高度地区 15ｍ第一種高度地区 

防火・準防火地域 準防火地域 

日影規制 規制値（一） ３ｈ、２ｈ、ＧＬ＋４ｍ 

高さ制限 有 15ｍ（高度地区による。） 

道路斜線制限 有 １:1.25 

隣地斜線制限 有 20ｍ＋１:1.25 

北側斜線制限 有 10ｍ＋１:1.25（高度地区による規定あり） 

建築物の敷地面積の

最低限度 
無 ― 

壁面の位置の制限 無 ― 

消防水利 有 消防水利を適切に設けること 

雨水浸透施設の設置

基準 

敷地面積 1,000㎡あたり 60㎥以上 

https://www.city.chofu.lg.jp/070040/p042051.html 

イ
ン
フ
ラ 

上水道 
東京都水道局「水道管管理図」のとおり 

※詳細な引込条件等は【配布資料－１ 上水道概要図】に示す。 

下水道 

「下水道台帳閲覧」に掲載のとおり 

(https://www.city.chofu.lg.jp/070040/p042028.html) 

※排水条件等は要求水準書 ２（２）カ「給排水衛生設備計画の要

求水準」に示す。 

電力 
供給事業者へ確認、調整を行うこと。引き込み方法等は、事業

者の提案による。 

電話・通信設

備 

通信事業者へ確認、調整を行うこと。引き込み方法等は、事業

者の提案による。 

ガス 
供給事業者へ確認、調整を行うこと。供給方法等については、

事業者の提案による。 

隣接道路 
都道 123号線：幅員 10ｍ、市道Ｗ20号線：幅員４ｍ 

建築基準法第 42条第１項第１号適用 

地盤状況 

【資料－３ 地質調査資料】を参照。ただし、本事業を実施す

る上で、事業者が更なる調査が必要と判断する場合は、事業者

の負担で行うこと。 

埋蔵文化財関係 事業対象範囲は、埋蔵文化財関係の調査対象範囲外である。 
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項目 内容 

既存施設（解体施設） 
本事業地内には、既存建物の解体を前提に計画を行うものとす

るが、難しい場合は、市と協議するものとする。 

その他 
宅地造成工事規制区域 

建築物再生可能エネルギー利用促進区域 

 

（２）施設構成 

本施設の構成は次のとおり。 

施設等 整備概要 

ａプール ・プールの仕様 

長さ     ：25ｍ 

コース幅   ：2.0ｍ～2.5ｍ 

レーン数   ：６レーン 

水深     ：１ｍ～1.35ｍ以上 

プールサイド：端壁スタート側：５ｍ 

端壁ターン側、側壁側：３ｍ 

・階数及び各階におけるフロア構成は利用形態を考慮した上、

事業者の提案による。 

ｂ体育館 ・既存体育室（約 260 ㎡）2室分と同規模の体育室を新設する。 

・体育室の間はネット等で仕切る等、多様な利用に対応可能と

するため、隣接して配置する。 

・最低 7.0ｍ以上の天井高さを確保する想定とする。 

ｃその他外構 ・車路、駐車場・駐輪場及びバイク置き場（無料）、緑地 等 
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５ 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

（１）基本的な考え方 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と事業者は誠意をもって協

議するものとし、一定期間内に協議が調わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に

従うものとする。 

 

（２）管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 
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６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 

（１）事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難となった場合又はその懸念が生

じた場合、市は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出と実施を

求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、市は、

事業契約を解除することができる。 

イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業の継続が困難

と合理的に認められる場合、市は、事業契約を解除することができる。 

ウ ア又はイにより事業契約が解除された場合、事業契約に定めるところに従い、市は事業

者に対して、違約金及び損害賠償の請求等を行うことができるものとする。 

 

（２）市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は、事業契約を

解除することができる。 

イ アにより事業契約が解除された場合、事業契約に定めるところに従い、事業者は市に対

して、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。 

 

（３）当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

ア 設計・建設期間中において、市は、相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、

建設工事請負契約を解除することができるものとする。 

イ 維持管理・運営期間中において、市及び事業者は、それぞれの相手方に、事前に書面で

その旨を通知することにより、維持管理・運営業務委託契約を解除することができるもの

とする。 
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７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

（１）法制上及び税制上の措置 

事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が

適用されることとなる場合は、それによることとする。 

 

（２）その他の支援に関する事項 

市は事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行

う。 
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８ その他事業の実施に関し必要な事項 

 

（１）議会の議決 

債務負担行為の設定に関する議案を令和９年第１回市議会定例会へ提出する予定であり、

建設工事請負契約の締結に係る議案を令和９年第２回市議会定例会へ提出する予定である。 

 

（２）応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 

 

（３）情報公開及び情報提供 

市は、市ホームページ等を通じて適宜、本事業に関する情報を提供する。 

 

（４）問合せ先 

調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

〒182-8511 東京都調布市小島町２丁目 35番１号 

電 話：042-481-7498 

Ｅ－Ｍａｉｌ ：sports@city.chofu.lg.jp 

市ホームページ ：https://www.city.chofu.lg.jp/ 
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別紙１ 事業スキーム図 

ＳＰＣを設立しない場合 

  

事業者 

基本契約に基づく 

建設工事請負契約 

基本契約に基づく 

維持管理・運営業務委託契約 

 

基本契約 

 

 

調布市 

 

建設ＪＶ等
※１ 

        維持管理・運営ＪＶ等
※２

 

 
 

 

※１ 建設ＪＶを形成する場合、市と建設ＪＶが建設工事請負契約を締結する。 

※２ 維持管理・運営ＪＶを形成する場合、市と維持管理・運営ＪＶが維持管理・

運営業務委託契約を締結する。 

事業契約 

優先交渉権者 

基本協定 

維持管理企業 設計企業 

建設企業 運営企業 
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ＳＰＣを設立する場合 

 

  

事業者 

基本契約に基づく 

建設工事請負契約 

基本契約 

 

 

調布市 

 

 

建設ＪＶ等
※１

 

 

※１ 建設ＪＶを形成する場合、市と建設ＪＶが建設工事請負契約を締結する。 

※２ 優先交渉権者のうち、次の企業は各業務を１者で実施する場合、ＳＰＣに

必ず出資を行うこと。 

   ・解体・建設工事を受託する企業 

   ・運営業務を受託する企業 

事業契約 

優先交渉権者 

ＳＰＣ 

基本協定 

維持管理企業 

出資※２ 

設計企業 
出資（任意） 

基本契約に基づく 

維持管理・運営業務委託契約 

  

建設企業 

運営企業 

 

出資※２ 

出資（任意） 
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別紙２ リスク分担表（案） 

本リスク分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すもので

ある。詳細については、契約書（案）で明らかにする。なお、契約書（案）と重複する箇所につい

ては契約書（案）の規定が優先する。 

 

表 リスク分担表（案） 

負担者：○主分担、△従分担 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集リスク 募集要項等の誤り及び内容の変更に関するもの等 ○  

応募費用リスク 応募手続きに係る費用の負担  ○ 

契約リスク※１ 契約締結の中止 ○ ○ 

政策変更リスク 市の政策方針や事業計画の変更によるもの ○  

法制度リスク 

本事業に特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関する

もの（税制度を除く） 
○  

上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法

制度の新設・変更に関するもの（税制度を除く） 
 ○ 

税制度リスク 
事業者利益に課される税制度の新設・変更に関するもの  ○ 

上記以外の税制度の新設・変更に関するもの ○  

許認可リスク 
市の事由による許認可の取得遅延 ○  

上記以外による許認可の取得遅延  ○ 

住民対応リスク 

本事業の実施に関する住民の反対運動・訴訟等が生じた場

合 
○  

上記以外に関する住民の反対運動・訴訟等が生じた場合  ○ 

第三者賠償リスク 
市の事由による事故によるもの ○  

上記以外の事由による事故によるもの  ○ 

不可抗力リスク 
戦争、風水害、地震、公衆衛生上の事態等その他自然的又は

人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲を超えるもの 
○ 

△ 

※２ 

環境リスク 
事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩や騒音・

振動・光・臭気に関するもの 
 ○ 

用地リスク 

市があらかじめ提示した事業用地の情報・資料から合理的

に想定できる地質障害、地中障害物等 
 ○ 

上記以外の地質障害、地中障害物等 ○  

物価変動リスク 物価変動によるもの ○ 
△ 

※２ 

事業の中止・延期・

遅延リスク 

市の事由による事業の中止・延期・遅延 ○  

上記以外の事業の中止・延期・遅延  ○ 

性能リスク 要求水準未達によるもの（施工不良を含む）  ○ 

設
計
・
建
設 

測量・調査リスク 
市が提示した測量・調査の不備 ○  

上記以外の事由による測量・調査の不備  ○ 

設計遅延・設計費

の増大リスク 

市の事由による設計の完了遅延･設計費の増大 ○  

上記以外の事由による設計の完了遅延・設計費の増大  ○ 

設計変更リスク 
市の事由による大幅な計画・設計変更等 ○  

上記以外の事由による大幅な計画・設計変更等  ○ 

工事遅延・工事費

の増大リスク 

市の事由による工事遅延、工事費の増大 ○  

上記以外の事由による工事遅延、工事費の増大  ○ 
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段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

維
持
管
理
・
運
営 

遅延リスク 

市の事由による維持管理・運営開始の遅延に関するもの ○  

上記以外の事由による維持管理・運営開始の遅延に関する

もの 
 ○ 

什器・備品管理リ

スク 

市の事由による什器・備品等の破損・紛失・盗難 ○  

上記以外の事業期間中に必要となる什器・備品等の破損・紛

失・盗難 
 ○ 

什器・備品更新リ

スク 

市の事由による業務に関する什器・備品等の更新 ○  

上記以外の事業期間中に必要となる什器・備品等の更新  ○ 

施設瑕疵リスク 

事業契約に規定する契約不適合期間中に見つかった施設の

瑕疵 
 ○ 

事業契約に規定する契約不適合期間後に見つかった施設の

瑕疵 
○  

施設損傷・劣化リ

スク 

事業者の責（適切な維持管理業務を怠ったこと等）に帰すべ

き事由による施設の損傷・劣化に関するもの 
 ○ 

上記以外の事由によるもの ○  

業務内容変更リス

ク 

市の事由による業務内容変更 ○  

上記以外の事由による業務内容変更によるもの  ○ 

情報流出リスク 
市の事由による個人情報の流出 ○  

上記以外の事由による個人情報の流出  ○ 

維持管理費・運営

費の増大リスク 

市の事由による維持管理費・運営費の増大 ○  

上記以外の事由による維持管理費・運営費の増大  ○ 

光熱水使用量の変

動リスク 
光熱水使用量の変動による光熱水費の増減 ○  

※１：不正行為によるものを除き事由の如何を問わず、市又は事業者は自らに発生する費用を負担する。 

※２：一定の範囲内は事業者が負担する。 
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別紙３ 位置図 

事業用地位置図 

 

出典：国土地理院より 加工済 

 

  

敷地範囲 

事業対象範囲 
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様式１ 実施方針及び要求水準書（案）に関する説明会・現地見学会参加申込書 
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様式２ 実施方針及び要求水準書（案）に関する対話参加申込書 
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様式３ 実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書 

  

様式３　実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書

令和　　年　　月　　日

調布市長　長友　貴樹　宛

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容

1

2

…

(例) １ １ （１） ア 事業名称

※　Microsoft社製 Excel(Windows版)のファイル形式で提出してください。

実施方針及び要求水準書（案）に関する質問書

　「調布市立調布中学校屋内プール・調布市民西調布体育館複合施設整備・運営事業」
に関する実施方針及び要求水準書（案）について、次のとおり質問がありますので提出
します。

提出者

会 社 名

部 署 名

所 在 地

提出質問数

実施方針

書類名

電    話

担当者名

Eーmail

F  A  X
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様式４ 実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書 

 

様式４　実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書

令和　　年　　月　　日

調布市長　長友　貴樹　宛

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

1

2

…

(例) １ １ （１） ア 事業名称

※　Microsoft社製 Excel(Windows版)のファイル形式で提出してください。

実施方針

提出意見数

書類名

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書

　「調布市立調布中学校屋内プール・調布市民西調布体育館複合施設整備・運営事業」
に関する実施方針及び要求水準書（案）について、次のとおり意見がありますので提出
します。

提出者

会 社 名

所 在 地

部 署 名

担当者名

電    話

F  A  X

Eーmail


